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４．土壌等の除染等の措置に関する基本的事項 

（１）基本的な考え方 

土壌等の除染等の措置の対象には、土壌、工作物、道路、河川、湖沼、海岸域、港湾、農

用地、森林等が含まれるが、これらは極めて広範囲にわたるため、まずは、人の健康の保

護の観点から必要である地域について優先的に特別地域内除染実施計画又は除染実施計画

を策定し、線量に応じたきめ細かい措置を実施する必要がある。この地域の中でも特に成

人に比べて放射線の影響を受けやすい子どもの生活環境については優先的に実施すること

が重要である。また、事故由来放射性物質により汚染された地域には、農用地や森林が多

く含まれている。農用地における土壌等の除染等の措置については、農業生産を再開でき

る条件を回復させるという点を配慮するものとする。森林については、住居等近隣におけ

る措置を最優先に行うものとする。 


